
項目 確認事項 届出内容

大学等名1（代表大学等） 堺女子短期大学

大学等名1（代表大学等）※カナ サカイジョシタンキダイガク

大学等名1（代表大学等）※学校コード F227310108516

大学等名1（代表大学等）学校本部所在地 大阪府

大学等名1（代表大学等）学校種別 私立短期大学

科目名
インターンシップ

学部・研究科等名
美容生活文化学科

担当教職員名・役職  吉田巖:特任教授
受講者数実績年度 令和2年度
受講者数※インターンシップ参加者数 5
受入企業等数 5

受入企業等名
ポーラ（株）アイズガネイシャ、Hair creation KR2S、Hair desiｇn 

Granz、美容室Ｂ-ベック、Die Hare

インターンシップの分類 5.他県をまたぐ広域インターンシップ

6.低学年（大学1年次～2年次程度）からのインターンシップ

9.中小企業でのインターンシップ

上記以外のインターンシップの分類（記述欄）

1-1.当該インターンシップは、就業体験を伴うものになっていますか。 1.はい

1-2.該当する就業体験
1.企業等における業務への従事

１-2.で「3.その他」の就業体験の内容

1-3.上記回答内容に関する詳細

学生は、受け入れ先の業務内容や実習プログラム等を確認の上応募し、

実務40時間以上を単位認定の条件にしている。じっっさいの実習内容

は、現場の巡回や実習日誌で確認している。

2-1.当該インターンシップを正規の教育課程の中に位置付け、シラバ
ス等において、インターンシップの実施目的や期待する教育的効果を
明確にしているなど、体系的なプログラムとして単位認定が行われてい
ますか。

1.はい

2-2.該当するインターンシップの内容 1.当該インターンシップは、教養教育科目として実施している

6.当該インターンシップは、選択科目として実施している

8.当該インターンシップは、休業期間中に実施している

9.その他

2-2.「9.その他」で実施しているインターンシップの内容

受け入れ先と実習生の都合により、授業期間中の土・日曜日の休日や本

人の授業のない日に実施する場合もある。

2-3.当該インターンシップを実施する年次
短期大学 １年

2-4.当該インターンシップで付与される単位数
短期大学 1単位

2-5.上記回答内容に関する詳細
教養科目群選択1単位科目1年次対象として開設している。

3-1.インターンシップの実施前の学生・企業双方との目標設定や目的
のすり合わせや、実施後の振り返り等を行うなどの適切な学修の時間
が設けられていますか。また、インターンシップの教育的効果が発揮さ
れるようインターンシップ期間中に適切なモニタリングを実施しています
か。

1.はい

3-2-1.該当する事前学習の内容

1.学生に対して、社会人としてのマナーや守秘義務の遵守、パソコンの

使用方法等を身に付ける授業等を行っている
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2.学生が受入企業の事業内容等に関する事前の調査・研究を行っている

4.学生に対して、正規の教育課程としてのインターンシップの実施目的

や期待する教育的効果の理解を促している

3-2-1.「５.その他」で実施している事前学習の内容

3-2-2.該当する事後学習の内容
1.日報やレポート等を用いて、現場での体験の振り返りを行っている

3-2-2.「４.その他」で実施している事後学習の内容

3-2-3.該当するモニタリング

1.インターンシップ中に、教職員が定期的に企業等に赴き、学生と面談

を実施している

3-2-3.「３.その他」で実施しているモニタリングの内容

3-3-1.事前学習の内容に関する詳細

3-3-2.事後学習の内容に関する詳細

3-3-3.モニタリングの内容に関する詳細

4-1.インターンシップの教育的効果を定量的・定性的に把握できる手
法・仕組みを取り入れていますか。

1.はい

4-2.該当する教育的効果を測定する仕組み

1.アンケートやレポートの作成をインターンシップの実施前後で実施

し、学生の意識や行動の変容について確認を行っている

4.その他

4-2.「４.その他」で実施している教育的効果を測定する仕組み

堺・南大阪インターンシップ推進協議会が作成した評価票による実習先

からの評価も参考に評価している。

4-3.上記回答内容に関する詳細

この評価票は、規律性、傾聴力、発信力、主体性、課題発見力及び総合

評価項目を五段階評価し、各項目ごとにコメントを記入してもらってい

る。

5-1.一定期間のまとまりのある連続した5日間以上のインターンシップ
の実施期間を確保していますか。

1.はい

5-2.該当する実施期間
1.連続した5日間以上の実施期間を確保している

3.複数の企業等においてインターンシップを実施することにより、計５

日間以上の実施期間を確保している

5-2.で「1.連続した5日間以上」を選択した場合
５日間以上（上限なし）

5-2.で「2.事前・事後学習を合わせて5日間以上」を選択した場合

5-2.で「3.複数の企業等を合わせて5日間以上」を選択した場合

各実習先毎の実習時間を合計して４０時間以上あることを条件とする。

5-2.「4.その他」の実施期間の内容

5-3.上記回答内容に関する詳細

実習期間は延べ４０時間以上であることを予め学生と受け入れ先に説明

し、終了後提出の日誌で条件を満たしているかどうかをチェックしてい

る。

6-1.大学等と企業の双方が関与し合い、学生に対する教育的効果の
最大化に努めているなど、大学等と企業が協働してプログラムを設計し
ていますか。

1.はい
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6-2.該当する大学等と企業の協働取組の内容

3.企業担当者が学生に対して適切に関与し、目標達成に導くなど、大学

として必要な支援を行っている

5.企業等と協働して作成した評価シートを活用し、具体的な効果を数値

化して測定している

6-2.「７.その他」で実施している大学等と企業の協働取組の内容

6-3.上記回答内容に関する詳細

実習期間は延べ４０時間以上であることを予め学生と受け入れ先に説明

し、終了後提出の日誌で条件を満たしているかどうかをチェックしてい

る。

7.上記①～⑥で回答した各要素の内容について、詳細が記載されて
いるシラバスなどの資料が閲覧できる大学等のウェブサイトのURL

https://www.sakai.ac.jp/

https://www.sakai.ac.jp/assets/cmn_pdf/syllabus.pdf

大学等名 堺女子短期大学
担当部署名 キャリア支援センター
担当者役職名 特任教授
担当者氏名 吉田巖
電話番号 ０７２ʷ２２７ʷ８８１４

メールアドレス
skshinro@sakaijoshi.ac.jp
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